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1、稟議書 「東 日本大震災被災学生 に対す る就職

活動支援(交 通費補助)の 運用基準

について(伺)」(2-1-1～2-1-3)

2、 東 日本大震災被災学 生 に対す る就職活動

支援(交 通費補助)申 請用紙等

(2-2-1～2-2-3)

3、 東 日本大震災被災学 生 に対す る就職活動

支援(交 通費補助)掲 示物

(2-3-1)



稟 議 書

就職部就職課 桔梗 元子

東日本大震災被災学生に対する就職活動支援(交 通費補助)の 運用基準について(伺)

東日本大震災被災学生の就職活動に係る交通費の一部を補助し、経済的負担の軽減、就業意欲の維持と就職

率向上 を図るため、別紙のとお り補助に関する運用基準 を作成いた しました。

っきましては、 この運用基準 をお認めいただきますようお願い申しあげます。

東 北 学 院 大 学



1(旅 費)

東日本大震災被災学生に対する「授業料減免支援措置」学生の就職活動支援として

対象:東 日本大震災学生に対する救済措置規程第1条 各号に該当する4年 生で

平成23年 度、平成24年 度当該学生への旅費の補助

就職活動対象地域:宮 城県内を除く地域

支援限度額:1学 生30,000円 を限度とする

手続き:就 職課にて手続きをおこなう

選考先企業訪問後:利 用交通機関の領収書を添付。選考先(訪 問先)企 業から

証明をもらう。提出先は就職課

申請後:申 請手続きが終了したなら就職課が財務課に手続きをし、申請者個人

の口座に振り込む

計上金額:4,500,000円

内訳 別紙添付資料に基づき 「授業料減免支援措置」の第1回

申請4年 生124名(学 生課報告)。 今後第3回 まで 申請が

認 め られ るので想定 として150名

150名 ×30,000円

2(備 品)

学生が首都圏などで就職活動に出向くだけではなく、企業の方を当方へ招き面接会

などを頻繁に実施する。このことにより学生の負担は少なくなる。その面接会場を設

営するためにブ0ス 仕立て用パネル代として 平成23年 度

計 上金 額:一 式18ブ ース968,100円

平成23年 度補正予算 に以下の とお り計上(1+2)

総計5,468,100円

いた します 。



東日本大震災被災学生に対する就職活動支援(交 通費補助)の 運用基準

(平成23年6月22日)

(趣旨)

第1条

東 日本大震災により被災 した東北学院大学(以 下、「本学」 という)学 生の就職活動に係る

交通費の一部を補助し、同学生らの経済的負担の軽減を図り、もって同学生らの就業意欲の維

持と就職率向上に資することを目的とする。

2前 項の補助(以 下、「本補助」 という)の 運用にあたっては、本学学生にその趣旨と内

容を周知するとともに、適切に予算を執行しなければならない。

C

(対象)

第2条

対象者は本学4年 次 に在学中の学生で、「東 日本大震災学生に対する救済措置規程」第1条

各号のいずれかに該当する者(以 下、「被災学生」という)と する。

2対 象 となる就職活動は以下の通りとする。

(1)就 職に係る会社訪問

(2)会 社説明会(含 、合同説明会)へ の参加

(3)採 用試験の受験

(4)そ の他 これ らに準ずると就職部長が認める場合の就職活動

3前 項のうち、募集 ・採用企業側から交通費が交付される場合、及び同企業の事業所・会

場等の所在地が宮城県内及び日本国外の場合は対象外とする。

4対 象となる交通費は公共交通機関の運賃に限る。

5対 象となる期間は平成23年6月20日 から平成25年3月31日 とする。

C

(支給額)

第3条

支給額は被災学生1人 当た り3万 円を上限とする。

2支 給額は領収書に基づく実費 とし、被災学生が所属するキャンパスから訪問する企業の

事務所等の所在地までの区間の公共交通機関の運賃を対象とする。それを超える旅程分の

交通費については相当分を減額する。ただし、当該交通費の中にパック商品、列車のグリ
ーン車及び飛行機のスーパーシート等の座席特別料金が含まれる場合は、当該交通費全額

について支給対象外とする。

(申請手 続)

第4条

支給 を受けよ うとす る被災学生は、就職課 ・係 に 「東 日本大震災被災学生 に対す る就職支援

(交通 費補助)申 請 書」(別 紙様式1・ 以下 、「申請書」 という)及 びそれ に係 る添付書類を提

出 しなければな らな い。

2申 請書 に係 る添付書類 は以下の通 りとす る。

(1)交 通費の領収書

(2)「 就職 に係 る来社証明書」(別 紙様 式2)

3申 請書 は対象 となる就職活動後1週 間以 内に提 出しな ければな らない。

附 則

この基準 は、平 成23年6月20日 か ら施行 する。

(別紙様式1)

東 日本大震災被災学生に対する就職支援(交 通費補助)申 請書 (略)

(別紙様式2)

就職 に係る来社証明書 (略)



(別紙様式1)

「東日本大震災被災学生に対する就職活動支援(交 通費補助)」 申請書

平成 年 月 日 受付

※補助金額

振込先 口座 ※通帳の表面もしくは裏面(口 座番号が記入されている箇所)の コピーを持参のこと。

支給履歴



6.20

平成 年 月 日

御中

東北学院大学

就職部長 前田 修也

謹啓 時下 ます ます ご隆 昌の こととお慶び 申し上げます

平素 は、本学就職部の活動にご理解 とご協力を賜 り、深 く感謝 申し上げます。

さて、 この度の東 日本大震災では、本学学生の多 くが被災 いた しました。

そ こで、就職部 といた しまして は、これ ら被災学生の就職活 動を支援 するべく、就職活

動のために要する交通費の一部補助を行ってお ります。

補助の対象 は、就職 に係る会社訪問、会社説明会(含 ・合同企業説明会)へ の参加及び採

用試験受験のために宮城県外へ移動する場合であって訪問先企 業様か ら交通費が支給 され

ない学生の交通費支出に対 してであ ります。

つきましては、ご多用中のところ甚だ恐縮に存 じますが、こうした事情をご賢察のうえ、

下記によ り 「就職 に係る来社証明書」をご作成賜 りた く、あわせて こ作成いただ いた同証

明書 を本人にお渡 しくだ さいますよう、何卒よろしくお願 い申し上げます。

謹 白

記

東北学院大学 学長 殿

就職に係る来社証明書

企 業 名

部署・役職名

担 当 者

担当者電話

㊥

下記の者は、 当社 への就 職 を希望 し来社 しましたので、 ここに これ を証 明いた します。

なお、 同人 の今 回の来社 に際 して、当社か ら交通費の支給 は してお りません。

平成 年 月 日

受験者氏名

日 時. 年 月 日 時 ～ 同年 月 日 時

場 所.



支 払 証 明 書

東北学院法人事務局

財 務 部 財 務 課 長 殿

金額

企業名

【利用交通機関】

以上を支出したことを証明します

平成 年 月 日()

東北学院大学 就職部 就職課

就職課長 桔梗 元子



この度の「東 日本大震災」において、下記条件に該当する就職

活動中の4年 生に対し、就職活動時の交通費の一部負担を行う

ことになりました。 是非ご活用下さい。

一 人 に つ き3万 円 迄 ※交通費のみ対象

条

件

①授業料減免支援措置に罹災証明書を添付して、
学生課(係)へ 申請し、認められた学生

▼ 家計維持者死亡・行方不明

▼ 家屋崩壊・大規模半壊

▼ 家屋の半壊

▼ 原発の避難区域

②就職課(係)に 「就職進路希望調査書」を提出している学生

→上記の条件を満たし、補助を希望する学生は、事前に所属キャ

ンパスの就職課 ・係の窓口で詳細について 説明 を受けて、手続き

を行って ください。

土 樋 キ ャンパ ス 就 職 課TELO22-264-6481

一泉 キ ャンパ ス 就 職 係TELO22-375-1161

多 賀 城 キ ャンパ ス 就 職 係TELO22-368-1101


